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事 業 報 告 

 

平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第85期について、当社グループ

の事業の概況をご報告申し上げます。 

 

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項 

 1. 事業の経過及び成果 

当期におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和を背景に雇

用・所得環境の改善が進む中で、緩やかな回復基調が続きました。かかる状況

下で、企業の業況観は一時見られた慎重さが和らぎ、設備投資にも緩やかなが

ら回復の兆しが見られる状況となっています。海外に目を向けると、英国のEU

離脱や米国のトランプ政権発足など市場の予想を覆すイベントが度々起き、そ

の都度、為替相場や日本の株価が大きな影響を受けた年となりました。さらに、

中国をはじめとする新興国の景気下振れリスクや米欧の保護主義的政策の行方

など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

医薬品業界においては、相次ぐ高額薬剤の薬価収載が医療保険財政を圧迫す

るのではという懸念の声に対し、平成28年７月の中央社会保険医療協議会で 

｢薬価制度改革に向けて、薬価の在り方全般について抜本的な見直しを行うこと」

の提案が厚生労働省よりなされました。さらに同年12月には政府が発表した 

｢薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」の中で、現在は２年に１度行われてい

る市場実勢価格の調査に加え、その間の年にも大手医薬品卸売業者などを対象

に調査を行い、価格の乖離の大きな品目について薬価改定を行うことなどを明

らかにしました。その具体的内容については、平成29年度中に結論を得ること

としていますが、本制度変更が今後の医薬品業界に与える影響は少なくないも

のと予想されます。 

このような環境下で、当社グループは引き続き「信頼できるジェネリック医

薬品」の普及に貢献するべく、ジェネリック医薬品の高品質維持と安定供給確

保、並びに生産性及び効率性の向上に資する施策を一層推し進めてまいりまし

た。 

また、ジェネリック医薬品事業と並行して取り組んでいるミッション、｢高尿

酸血症領域」や「自社開発創薬」に関しましても、複数の開発品目において、

それぞれの試験が順調に進展しております。当社グループはまだ十分な治療薬

がない病気に苦しむ患者さんのために、画期的な自社創薬の開発に取り組んで

います。 
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【医薬品事業】 

 1）医療用医薬品 

  ①ジェネリック医薬品 

当期においては前立腺癌治療剤の「ビカルタミドOD錠」や気管支喘息治療剤

である「モンテルカスト錠」など４成分５品目を発売いたしました。 

販売面では、国のジェネリック医薬品使用促進策を背景に、保険薬局や大学

病院をはじめとする基幹病院において数量面での拡大が続いたものの、平成28

年４月からの診療報酬改定に伴う薬価改定の影響により、医薬品の市況は前期

を割る結果となりました。当社においても、新たに盛り込まれた外来後発医薬

品使用体制加算の見直しなどの促進策で、これまでジェネリック医薬品の使用

に積極的でなかった医療機関を中心に採用が進みましたが、売上は前期を維持

するにとどまり、また、同業他社向けの販売である導出売上も伸び悩みました。 

一方で、オンコロジー関連医薬品については、大学病院をはじめとするがん

診療連携拠点病院を中心に質の高い情報提供を行うことで着実に採用が進展し

ました。 

  ②主力品 

主力品であるアルカリ化療法剤「ウラリット-U配合散・配合錠」につきまし

ては、ジェネリック医薬品への置き換え等により市場における競争は激化して

おりますが、これまで実施してきた痛風並びに高尿酸血症における酸塩基平衡

改善の重要性の啓発活動に加え、近年、高尿酸血症や代謝性アシドーシスが慢

性腎臓病を進展させること、アシドーシスに対するアルカリ化療法による慢性

腎臓病の進展抑制効果等の報告が増加していることを踏まえ、更なるアルカリ

化療法剤投与の重要性に関して普及活動を強化しています。 

  ③海外販売 

海外での販売につきましては、当期末時点で韓国、タイ、中国の３か国にお

いて６品目の承認を取得し、販売しております。その他にもASEANを中心に３

品目を申請中であり、さらに複数品目について申請の準備を進めています。 

 

以上の結果、ジェネリック医薬品の売上高は前期比0.6％の増収、ウラリッ

トをはじめとする主力３品の売上高は20.9％の減収となり、医療用医薬品全体

では1.3％の減収となりました。 

なお、医療用医薬品の売上高比率を薬効別に見ますと、循環器官用薬及び呼

吸器官用薬30.9％、消化器官用薬19.6％、ウラリットなどの代謝性医薬品

16.4％、神経系及び感覚器官用薬9.9％、病原生物用薬6.5％、腫瘍用薬3.2％、

その他の医薬品13.5％となっています。 
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  ④研究開発 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下、AMED）の支援を受け、当社

と九州大学が共同で研究開発を進めている「NC-2600」(P2X4受容体アンタゴニ

スト）は、世界で初めてグリア細胞をターゲットとした神経障害性疼痛治療薬

であり、平成28年６月よりフェーズⅠ試験をスタートしています。 

また、当社と北里大学、筑波大学、国立精神・神経医療研究センターの４者

による共同研究を行っている抗うつ・抗不安薬「NC-2800」(オピオイドδ受容

体アゴニスト）についても、同じくAMEDの支援を受けながら、当期は前臨床試

験を進めてまいりました。平成28年11月には、これまでの研究の成果として、

神経科学分野で世界 大の学会である「北米神経科学学会年会」において、既

存の抗うつ薬で治療効果を得るまでに長期の投与を必要とするうつ病モデル動

物で、NC-2800が投与早期から低用量で優れた治療効果が期待できることなど

を発表いたしました。 

さらに、当社グループの３つのミッションの１つである高尿酸血症の治療薬

として開発を進めている尿酸降下薬「NC-2500」(キサンチンオキシドリダクタ

ーゼ阻害薬）については、平成28年６月より、より望ましい結果を得られると

判断された改良製剤によるフェーズⅠ試験を進めております。また、NC-2500

に続く新規の尿酸降下薬として開発を行っている「NC-2700」(URAT1阻害薬）

については、当期に前臨床試験を開始しています。 

  ⑤生産体制 

グループ全体の生産能力増強及び製造コスト削減を目的とするベトナムでの

工場建設につきましては、当初計画通りに工事が進捗し、平成29年３月には建

物の引渡しを受け、その後は工場稼働に向けた準備を行っています。また、現

地で中心となって製造に携わっていくベトナム人社員の採用を行い、日本薬品

工業株式会社（以下、日本薬品工業）の茨城工場及びつくば工場での半年間の

研修を終えるなど、平成30年度の商業生産開始に向けハード・ソフトの両面で

着実に準備を進めているところです。 

一方、国内においてもジェネリック医薬品の需要増加に対応するため、日本

薬品工業つくば工場３号棟において１階部分の設備追加実装を行い、生産能力

の強化に努めました。 

 2）臨床検査薬 

自社開発の主力製品「アレルギー検査薬オリトンIgE『ケミファ』｣及び測定

機器の「DiaPack3000」とヘモグロビンA1c検査薬及び測定装置「HLC-723G11」

は、ともに近年注力してきた新規施設への設置効果があらわれ好調に推移し、

臨床検査薬全体の売上高は前期を上回る結果となりました。 
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以上により、医薬品事業全体の売上高は34,551百万円（前期比0.1％増)、営

業利益は2,805百万円（前期比9.2％減）となりました。 

 

【その他】 

受託試験事業、ヘルスケア事業及び不動産賃貸事業である「その他」の事業

では、受託試験事業の競争環境が厳しさを増しているなか売上高は1,137百万円 

(前期比4.2％増）となり、営業利益は30百万円（前期比45.0％減）となりまし

た。 

 

以上の結果、当期の各セグメントを通算した業績は、連結売上高が35,689百万

円（前期比0.2％増)、連結営業利益が2,836百万円（前期比9.8％減)、連結経常利

益が2,849百万円（前期比3.3％減)、親会社株主に帰属する当期純利益が2,054百

万円（前期比4.7％増）となりました。 
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 2. 事業別売上高 
 

事業の種類別セグメント 
前 期 

第 84 期 
当 期 

第 85 期 
増 減 額 増減率 

医 薬 品 事 業 34,509百万円 34,551百万円 42百万円 0.1％ 

そ の 他 1,092百万円 1,137百万円 45百万円 4.2％ 

合   計 35,602百万円 35,689百万円 87百万円 0.2％ 
 
(注) 売上高は、セグメント間の売上高を相殺しております。 

 

 3. 医薬品事業の売上高 

  （当社グループ） 
 

区      分 金     額 構 成 比 率 

循環器官用薬及び呼吸器官用薬 9,758百万円 30.9％ 

消 化 器 官 用 薬 6,206百万円 19.6％ 

代 謝 性 医 薬 品 5,196百万円 16.4％ 

神 経 系 及 び 感 覚 器 官 用 薬 3,120百万円 9.9％ 

病 原 生 物 用 薬 2,043百万円 6.5％ 

腫 瘍 用 薬 1,011百万円 3.2％ 

そ の 他 の 医 薬 品 4,250百万円 13.5％ 

医療用医薬品計 31,584百万円 100.0％ 

その他の売上高 2,967百万円 ― 

医薬品事業合計 34,551百万円 ― 

 

 4. 財産及び損益の状況の推移 

  （当社グループ） 
 

区   分 
平成25年度 
第 82 期 

平成26年度 
第 83 期 

平成27年度 
第 84 期 

平成28年度 
第 85 期 

(当連結会計年度) 

売 上 高 31,893百万円 35,118百万円 35,602百万円 35,689百万円 

経 常 利 益 3,206百万円 3,217百万円 2,945百万円 2,849百万円 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

1,887百万円 1,899百万円 1,961百万円 2,054百万円 

１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 金 額 

461.97円 474.49円 499.12円 530.02円 

総 資 産 40,106百万円 41,428百万円 43,644百万円 47,002百万円 

純 資 産 13,501百万円 15,626百万円 16,041百万円 17,355百万円 

１株当たり純資産額 3,369.70円 3,900.05円 4,099.74円 4,548.80円 
 
(注) 平成28年10月１日に普通株式10株につき１株の割合での株式併合を実施したため、

第82期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益金額、

１株当たり純資産額を算定しております。 
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  （当社） 
 

区   分 
平成25年度 
第 82 期 

平成26年度 
第 83 期 

平成27年度 
第 84 期 

平成28年度 
第 85 期 

(当事業年度) 

売 上 高 28,455百万円 29,391百万円 30,528百万円 30,333百万円 

経 常 利 益 1,725百万円 1,244百万円 1,436百万円 1,289百万円 

当 期 純 利 益 1,004百万円 762百万円 1,049百万円 1,079百万円 

１株当たり当期純利益金額 243.74円 188.76円 264.49円 275.56円 

総 資 産 32,856百万円 33,751百万円 34,887百万円 34,958百万円 

純 資 産 10,487百万円 11,286百万円 11,323百万円 11,608百万円 

１株当たり純資産額 2,592.19円 2,789.70円 2,865.03円 3,007.63円 
 
(注) 平成28年10月１日に普通株式10株につき１株の割合での株式併合を実施したため、

第82期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益金額、

１株当たり純資産額を算定しております。 

 

 5. 資金調達の状況 

特に記載すべき重要な事項はございません。 

 

 6. 設備投資の状況 

連結子会社であるNippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.において新工場の建

物が完成し、平成29年３月31日にて引渡しを受けております。 

なお、同工場は、平成30年度中の商業生産開始を予定しております。 

 

 7. 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況 

該当事項はございません。 

 

 8. 他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はございません。 

 

 9. 吸収合併または吸収合併による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はございません。 

 

10. 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況 

該当事項はございません。 
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11. 対処すべき課題 

当社グループは「医薬品を中核としてトータルヘルスケアで人々の健康で豊

かな生活に貢献する」ことを企業理念とし、国内外において存在価値のある企

業グループとして発展することを目指しております。この企業理念の下、当社

はグループの経営課題としてかねてより以下の３つのミッションを掲げており

ます。すなわち、 

ⅰ)ジェネリック医薬品市場におけるプレゼンスを確立する 

ⅱ)ウラリットを核として高尿酸血症領域でのフロントランナーを目指す 

ⅲ)自社開発創薬により社会に貢献する 

さらに、将来にわたる当社グループの成長持続のためには、国内のみならず

海外での事業拡大が不可欠と考えており、平成27年度から 

ⅳ)海外の事業基盤確立 

を「３つのミッションプラス１」として加え、これらの達成を経営戦略の中心

に据え、日々事業に取り組んでいます。 

なお、当社は、株主の皆様より託された資本から、いかに効率的に利益を上

げたかを測る「株主資本利益率（ROE)」を重要な経営指標としております。 

具体的な当社グループの対処すべき課題は以下のとおりです。 

 

【販売】 

 1）ジェネリック医薬品 

国内においては、ジェネリック医薬品の使用促進策の対象となる医療機関の

拡大に伴い、これまで以上に効率的なMR活動を行うとともに、医薬品流通卸と

の協力体制を強め、競争環境が厳しくなるジェネリック医薬品市場においても

確固たるポジションを築いていきます。オンコロジー領域においても、品揃え

の充実を図るとともに、引き続きがん診療連携拠点病院を中心に質の高い情報

提供を行ってまいります。 

 2）主力品 

ウラリットに関しましては、腎臓内科、泌尿器科、代謝系内科などの専門医

から得られた酸性尿改善及び酸塩基平衡改善の重要性を示すデータを活用しな

がら、医師・薬剤師などの医療関係者はもとより、患者さんへの有用な情報の

発信をこれまで以上に強化し、引き続き同薬によるアルカリ化療法の啓発、認

知向上に努めてまいります。 

 3）海外販売 

海外においては、ASEAN、中国などで申請中の品目について早期に承認を得

るとともに、申請準備段階にある品目についてもなるべく早く申請手続きに入

り、品目数の拡大を図ってまいります。同時に、各地域における信頼できるパ

ートナーの発掘にも尽力し、展開エリアを拡大していきます。また、当面は日

本国内向け製造拠点としてベトナムで事業展開する日本薬品工業の子会社 

｢Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.」(以下、NC-VN社）ですが、将来的に

はアジア地区の営業拠点としても機能できるようにしてまいります。 
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【研究開発】 

新薬の研究開発については、領域を絞り込み、かつその領域の第一人者との

共同研究を推進することを基本方針としています。そのうえで探索研究に重点

を置き、その成果を早期段階で導出することで、開発上のリスクを軽減しつつ

効率的に開発を進めていきます。平成29年度にフェーズⅠ試験が終了しますNC-

2500及びNC-2600につきましては、本格的に導出活動を進めてまいります。また、

研究員の海外派遣を推進するなどして引き続き研究員のレベルとモチベーショ

ンの向上も図ってまいります。 

ジェネリック医薬品の研究開発につきましては、開発の迅速化・効率化を図

るべく、自社開発体制を強化するとともに、子会社の日本薬品工業並びに他の

製造販売業社との共同開発にも積極的に取り組み、品揃えの強化を進めていき

ます。また、他社競争優位性のある品目の開発や原薬のコスト低減などにも取

り組んでまいります。 

【生産体制】 

日本薬品工業つくば工場３号棟においては、今後も国内のジェネリック医薬

品の需要動向を見極めながら、順次製造ラインを増設してまいります。また、

先ごろ工場建物が完成したNC-VN社については、平成30年度中の商業生産開始に

向け、設備の実装、現地人材の採用と教育、各種の申請手続きなどあらゆる面

で準備を進めてまいります。 

当社グループはこのように安定供給能力の強化と製造原価の低減に向け、既

成概念や他社の戦略にとらわれず、これからもチャレンジを続けてまいります。 

【品質保証】 

製造品目数や生産能力の拡大に伴い、従来以上に原薬を含む品質管理の重要

性が増しております。今後も日本薬品工業と連携のうえ、国内外の製剤及び原

薬製造所への査察を強化し、自社製販品のみならず、導入品も含めた品質の確

保に努めてまいります。 

【ダイバーシティ】 

平成28年４月より「女性活躍推進法」が施行され、社会全体で女性の活躍を

応援する取り組みがスタートしました。当社においても、従来取り組んできた

ワークライフバランス推進に加えて、女性活躍推進の具体的目標を定め、女性

のキャリア継続やキャリアアップのための環境整備や施策を引き続き検討・実

施してまいります。 

また、女性の活躍のみならず、多様な能力と個性を持った社員がその力を発

揮することが会社の成長に繋がるという認識のもと、ダイバーシティ推進を重

要な経営課題の一つと位置づけ、性別、年齢、国籍、障害の有無などだけでな

く、キャリアや働き方などの面で多様性を有する人材が、その個性や能力を十

分に発揮し、やりがいをもって継続して働くことができる環境構築を目指して

いきます。 
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12. 重要な親会社及び子会社の状況 

(1) 親会社の状況 

該当事項はございません。 

 

(2) 重要な子会社の状況 
 

会   社   名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 

日 本 薬 品 工 業 株 式 会 社 160百万円 100.0％ 医 薬 品 の 製 造 ・ 販 売 

株式会社化合物安全性研究所 250百万円 100.0％ 安 全 性 試 験 の 受 託 等 

N i p p o n  C h e m i p h a r 
V i e t n a m  C o.,  L t d . 

7,500千米ドル 100.0％ 医 薬 品 の 製 造 

 
(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。 

 

(3) 企業結合の経過 

該当事項はございません。 

 

(4) 企業結合の成果 

該当事項はございません。 

 

13. 主要な事業内容（平成29年３月31日現在） 

   医薬品及び臨床検査薬等の製造・販売 

   医薬品等の安全性試験の受託 

   健康食品等販売 
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14. 主要な営業所等（平成29年３月31日現在） 

 (1) 当社の主要な営業所等 

本 社  〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3 

札 幌 支 店  〒060-0007 北海道札幌市中央区北七条西13-9-1 
塚本ビル７号館７階 

仙 台 支 店  〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 
花京院スクエア18階 

東 京 支 店  〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3 

横 浜 支 店  〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町70-3 
三井住友海上横浜ビル９階 

関 越 支 店  〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-110-12 
リラ第３ビル２階 

名 古 屋 支 店  〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 
ie丸の内ビルディング５階 

大 阪 支 店  〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 
江戸堀センタービル15階 

広 島 支 店  〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 
広島県環衛ビル３階 

福 岡 支 店  〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35 
博多プライムイースト４階 

創 薬 研 究 所  〒341-0005 埼玉県三郷市彦川戸1-22-1 

物流管理センター  〒344-0122 埼玉県春日部市下柳588 
(丸天運送東日本物流センター内) 

 

 (2) 主要な子会社 

日本薬品工業株式会社 

  〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-3 

株式会社化合物安全性研究所 

  〒004-0839 北海道札幌市清田区真栄363-24 

Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd. 

  ベトナム社会主義共和国ビンズオン省 
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15. 従業員数（平成29年３月31日現在） 
 

事業の種類別セグメント 従 業 員 数 

医 薬 品 事 業 674名（147名） 

そ の 他 59名（ 16名） 

全   社（共   通   人   員) 36名（ 2名） 

合       計 769名（165名） 
 
(注) 1. 従業員数は就業人員であります。 

2. 従業員数欄の（外書）は、嘱託及び臨時従業員数であります。 

 

16. 主要な借入先（当社）(平成29年３月31日現在） 
 

借 入 先 借 入 金 残 高 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,467 百万円 

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,465 百万円 

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 1,354 百万円 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 947 百万円 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 925 百万円 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 667 百万円 

株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 664 百万円 

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 555 百万円 

株 式 会 社 北 陸 銀 行 404 百万円 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 309 百万円 
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Ⅱ 会社の株式に関する事項 

1. 発行可能株式総数 15,400,000株

 

2. 発行済株式の総数 4,261,420株（自己株式404,699株を含む) 

 

3. 当期末株主数 4,851名（前期比807名減) 

 

 4. 大株主の状況（上位10名） 
 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

ジ ャ パ ン ソ フ ァ ル シ ム 株 式 会 社 713 千株 18.50 ％ 

豊 島 薬 品 株 式 会 社 242 千株 6.27 ％ 

日 本 調 剤 株 式 会 社 192 千株 4.99 ％ 

今 村  均 151 千株 3.91 ％ 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 144 千株 3.73 ％ 

山 口 一 城 103 千株 2.67 ％ 

株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 75 千株 1.96 ％ 

G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 74 千株 1.92 ％ 

フ ク ダ 電 子 株 式 会 社 73 千株 1.90 ％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 72 千株 1.86 ％ 
 
(注) 1. 当社は、自己株式404千株を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま

す。 

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

 

 5. その他株式に関する重要な事項 

当社は、平成28年10月１日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更

いたしました。また、同日付で当社株式について10株を１株とする株式併合

を行うとともに発行可能株式総数についても、154,000,000株から15,400,000

株に変更いたしました。 
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Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 

当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された

新株予約権等の状況 
 

 
第３回新株予約権 

（平成26年８月５日発行） 

発行決議の日 平成26年６月27日 

役員の保有状況 48個（６名） 

  うち取締役 
  （社外取締役を除く） 

48個（６名） 

  うち社外取締役 ― 

  うち監査役 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 
及び数 

普通株式4,800株 
(新株予約権１個につき100株） 

新株予約権の払込金額 払込みを要しない 

新株予約権の行使に際して出資される 
財産の価額 

新株予約権１個につき 
519,000円 

新株予約権の行使期間 
平成29年８月６日から 
平成32年８月５日まで 

新株予約権の行使の条件 (注２） 
 
(注) 新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。 

(ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者｣）が当社の役員又は従業

員の地位（以下「権利行使資格｣）を喪失した場合（ただし、新株予約権者が任

期満了又は定年により権利行使資格を喪失した場合を除く｡）は、新株予約権は

直ちに失効し、以後行使できないものとします。 

(ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した日から３ヶ月が経過する

前に新株予約権者の相続人による新株予約権に関する遺産分割協議その他の相続

手続が完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。 

(ⅲ)新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。 

(ⅳ)新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結

している新株予約権割当契約に定めるところによります。 
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Ⅳ 会社役員に関する事項 

 1. 取締役、監査役及び執行役員の状況（平成29年３月31日現在） 
 

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 
代表執行役員社長 

やま ぐち かず しろ 

山 口 一 城 ジャパンソファルシム株式会社代表取締役 

取 締 役 
専務執行役員 

くつわ だ まさ のり 

轡 田 雅 則 

経営全般補佐 
リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・
海外事業部担当 

取 締 役 
常務執行役員 

こ やま  つよし 

小 山  剛 
医薬営業本部・購買･物流センター・臨床検査薬
事業部担当 

取 締 役 
執 行 役 員 

やま かわ とみ お 

山 川 富 雄 開発企画部担当兼創薬研究所長 

取 締 役 
執 行 役 員 

やす もと まさ ひで 

安 本 昌 秀 

管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画
部長 
株式会社化合物安全性研究所取締役 

取 締 役 
執 行 役 員 

はたけ だ  やすし 

畑 田  康 
マーケティング部担当兼ＧＥ開発部長 
ジャパンソファルシム株式会社取締役 

取 締 役 
はたけ やま まさ あき 

畠 山 正 誠 
弁護士 
マックス株式会社社外取締役（監査等委員） 

常 勤 監 査 役 
もり  はる き 

森  治 樹  

監 査 役 
たか はし  つよし 

高 橋  剛 弁護士 

監 査 役 
しん どう なお しげ 

進 藤 直 滋 

公認会計士 
テンプホールディングス株式会社社外取締役（監
査等委員） 

上席執行役員 
ま き よし ゆき 

真 木 善 幸 人事部担当兼営業管理センター部長 

執 行 役 員 
きん めい しん ご 

金 明 信 吾 医薬営業本部長兼オンコロジー推進室長 

執 行 役 員 
なか い とし き 

仲 井 俊 樹 
信頼性保証総括部長兼メディカルアフェアーズ部
長 

執 行 役 員 
なか じま しん じ 

中 島 慎 司 管理部長 
 
(注) 1．取締役畠山正誠氏は、社外取締役であります。 

2．監査役高橋 剛氏及び進藤直滋氏は、社外監査役であります。 
3．取締役畠山正誠氏及び監査役高橋 剛氏は、弁護士の資格を有しており、法令に

関する相当程度の知見を有するものであります。 
4．監査役進藤直滋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。 
5．取締役畠山正誠氏、監査役高橋 剛氏及び進藤直滋氏につきましては、東京証券

取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で
ある旨の独立役員届出書を提出しております。 
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6．平成29年４月１日付けをもって、前頁記載の取締役、監査役及び執行役員の状況
は、次のとおり変更となりました。なお、上席執行役員の真木善幸氏は、平成29
年３月31日付をもって退任いたしました。 

 
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 
代表執行役員社長 

やま ぐち かず しろ 

山 口 一 城 ジャパンソファルシム株式会社代表取締役 

取 締 役 
専務執行役員 

くつわ だ まさ のり 

轡 田 雅 則 

経営全般補佐 
リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・
人事部・海外事業部担当 

取 締 役 
常務執行役員 

こ やま  つよし 

小 山  剛 
医薬営業本部・購買･物流センター・臨床検査薬
事業部担当 

取 締 役 
常務執行役員 

やま かわ とみ お 

山 川 富 雄 開発企画部担当兼創薬研究所長 

取 締 役 
執 行 役 員 

やす もと まさ ひで 

安 本 昌 秀 

管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画
部長 
株式会社化合物安全性研究所取締役 

取 締 役 
執 行 役 員 

はたけ だ  やすし 

畑 田  康 
マーケティング部担当兼ＧＥ開発部長 
ジャパンソファルシム株式会社取締役 

取 締 役 
はたけ やま まさ あき 

畠 山 正 誠 
弁護士 
マックス株式会社社外取締役（監査等委員） 

常 勤 監 査 役 
もり  はる き 

森  治 樹  

監 査 役 
たか はし  つよし 

高 橋  剛 弁護士 

監 査 役 
しん どう なお しげ 

進 藤 直 滋 

公認会計士 
テンプホールディングス株式会社社外取締役（監
査等委員） 

執 行 役 員 
きん めい しん ご 

金 明 信 吾 医薬営業本部長兼オンコロジー推進室長 

執 行 役 員 
なか い とし き 

仲 井 俊 樹 
メディカルアフェアーズ部担当兼信頼性保証総括
部長 

執 行 役 員 
なか じま しん じ 

中 島 慎 司 営業管理センター担当兼管理部長 
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 2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 
 

区 分 支給人数 報酬等の額 

取 締 役 7名 149百万円 

監 査 役 3名 27百万円 

合 計 10名 177百万円 
 
(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（59百万円）は含ま

れておりません。 

   2. 取締役及び監査役の報酬等の額には、当事業年度中に増加した役員退職慰労引当

金繰入額23百万円（取締役21百万円、監査役２百万円）を含めております。 

   3. 取締役の報酬等の額は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る

当事業年度の費用計上額１百万円を含めております。 

   4. 取締役の報酬限度額は、平成３年６月27日開催の第59回定時株主総会において月

額27百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない｡）と決議いただいておりま

す。 

   5. 上記4.とは別枠で、ストック・オプションとして取締役に付与する新株予約権に

関する報酬等の限度額は、平成23年６月29日開催の第79回定時株主総会において

年額10百万円以内と決議いただいております。 

   6. 監査役の報酬限度額は、平成３年６月27日開催の第59回定時株主総会において月

額３百万円以内と決議いただいております。 

 

 3. 社外役員に関する事項 

(1) 社外役員の兼職その他の状況 
 

地 位 氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況 

取 締 役 畠 山 正 誠 
マックス株式会社社外取締役（監査等委
員） 

監 査 役 高 橋  剛 該当事項なし 

監 査 役 進 藤 直 滋 
テンプホールディングス株式会社社外取締
役（監査等委員） 

 
(注) 社外役員が兼職している他の法人と当社の間には特別の関係はありません。 
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(2) 社外役員の主な活動状況 
 

地 位 氏 名 
取締役会、監査役会への

出席状況 
取締役会及び監査役会における

発言その他の活動状況 

取 締 役 畠山正誠 
当事業年度開催の取締役
会13回すべてに出席 

主として弁護士としての専門的
な知見も踏まえて当社の経営全
般に対し意見を述べるなど、社
外取締役として独立した立場か
ら取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。 

監 査 役 高橋 剛 

当事業年度開催の取締役
会13回すべてに出席 
当事業年度開催の監査役
会17回すべてに出席 

主として弁護士としての専門的
な見地から公正な意見の表明を
行い、取締役会及び監査役会の
意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を行っ
ております。 

監 査 役 進藤直滋 

当事業年度開催の取締役
会13回すべてに出席 
当事業年度開催の監査役
会17回すべてに出席 

主として公認会計士としての専
門的な見地から公正な意見の表
明を行い、取締役会及び監査役
会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための助言・提言を
行っております。 

 

(3) 責任限定契約の内容の概要 

当社は社外役員として有能な人材を迎えることができるよう、社外役員と

の間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結すること

ができる旨を定款に定めており、社外取締役畠山正誠氏、社外監査役高橋 剛

氏及び進藤直滋氏それぞれとの間で、会社法第427条第１項の規定により、同

法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・社外役員が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場

合は、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度として、そ

の責任を負うものとします。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった

職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとしま

す。 

 

(4) 社外役員の報酬等の総額 
 

 支給人数 報酬等の総額 

社外役員の報酬等の総額 3名 14百万円 
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 4. 会計監査人に関する事項 

 (1) 名称 

有限責任監査法人 トーマツ 

 

 (2) 報酬等の額 
 
当事業年度に係る報酬等の額 37百万円 

当社及び連結子会社が会計監査人に支払う 
べき金銭その他の財産上の利益の合計額 

37百万円 
 
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき

ないため、上記金額は合計額で記載しております。 

   2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会

計監査人の報酬等の額につきまして、同意の判断をいたしました。 

   3. 当社の重要な子会社のうち、Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.は当社の会計

監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資

格を有する者を含む｡）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相

当する外国の法令を含む｡）の規定によるものに限る｡）を受けております。 

 

 (3) 解任又は不再任の決定の方針 

当社都合のほか、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵

触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断された場合、その事実

に基づき監査役会は当該会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案

とすべきかどうかを審議します。 

 

 5. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況 

(1) 業務の適正を確保するための体制 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき平成18年５月12日開催の取締

役会において内部統制基本方針を制定し、その後、社会情勢の変化に鑑み、

適宜改正しております。 

① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するため

の体制 

ⅰ) 日本ケミファ法令等遵守行動基準を定め、当社の役員・使用人が法

令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。ま

た、その徹底を図るため、法令等遵守担当取締役を委員長とする法令等

遵守推進委員会を設置し、同委員会が中心となって当社の役員・使用人

の教育等を行う。 
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ⅱ) 社長直轄の内部監査部門は、法令等遵守推進委員会と連携の上、法令

等遵守の状況を監査する。これらの活動結果は、必要に応じて取締役会

に報告されるものとする。 

ⅲ) 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段と

して、常勤監査役、法令等遵守担当役員、法令等遵守推進委員会事務局、

及び社外監査役、顧問弁護士等の中から法令等遵守推進委員会が定める

１人又は複数の者宛てのホットラインである「Nippon Chemiphar Hot 

Line」を設置・運営する。この場合、通報者の希望により匿名性を保証

するとともに、通報者に不利益が無いことを確保する。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

ⅰ) 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を電磁的記録その

他各種の記録及び書面文書（以下、｢文書」という｡）に記録し、保存す

る。 

ⅱ) 取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ⅰ) 当社の経営に重大な影響を及ぼす種々のリスクを把握するとともに、

リスクに係る管理体制の整備、発現したリスクへの対応等を行うため、

リスク管理規程を制定する。 

ⅱ) リスク管理規程に基づきリスク毎の責任部署を定めたうえ、当社のリ

スクを総合的に管理するため、リスク管理担当取締役を委員長とするリ

スク管理委員会を設置する。同委員会は当社のリスク管理について、定

期的に取締役会に報告する。 

ⅲ) コンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクについては、

リスク管理委員会の下部組織として設置する法令等遵守推進委員会及び

情報セキュリティ委員会が所管する。 

ⅳ) 内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、各部署のリスク管理

の状況を監査する。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ⅰ) 取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき役

員・使用人が共有する経営目標を定める。 

ⅱ) 経営目標達成のために、各執行役員は取締役会により分配された権限

に基づく具体的目標と効率的な達成の方法を定める。 

ⅲ) 執行役員会議は定期的に、各執行役員の目標達成進捗状況をレビュー

し、改善を促す。 
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ⅳ) 執行役員会議のレビューを受けて取締役会は当初の経営方針及び中長

期経営計画あるいは経営目標の妥当性を議論し、職務執行の効率化の観

点から、必要がある場合は随時見直す。 

 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

ⅰ) 子会社に対して、職務執行に係る事項について定期的に報告させると

ともに、必要の都度、その報告を求めることができる。 

ⅱ) リスク管理委員会で、当社及び子会社（以下、｢日本ケミファグループ」

という｡）のリスクを総合的に管理するとともに、子会社毎に担当執行役

員を任命し、担当子会社がコンプライアンス及び情報セキュリティに関

するリスクも含めたリスク管理体制を構築するよう指導する。 

ⅲ) 企業集団としての事業活動を行うために必要な基本事項をグループ管

理規程に定め、その適切な運用により、子会社取締役の職務の執行の効

率性の向上を図る。 

ⅳ) 子会社に日本ケミファ法令等遵守行動基準を適用し、法令等遵守推進

委員会がグループ全体のコンプライアンス・リスクを管理する体制とし、

また、｢Nippon Chemiphar Hot Line」を子会社の使用人が利用できるよ

うに運営する。 

ⅴ) 日本ケミファグループに属する会社間の取引は、法令・会計原則その

他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。 

ⅵ) 内部監査部門は、日本ケミファグループにおける内部監査を実施又は

統括し、日本ケミファグループの内部統制の有効性と妥当性を確保する。 

ⅶ) 監査役は、日本ケミファグループの連結経営に対応したグループ全体

の監視・監査を実効的かつ適切に行えるよう会計監査人及び内部監査部

門と協働して適切な体制を構築する。 

 

⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項 

ⅰ) 監査役は、内部監査部門の使用人あるいはその業務を行うに適切な部

署の使用人を補助者（以下、｢補助者」という｡）として、監査業務に必

要な事項を命令することができる。 

ⅱ) 補助者は、監査役の監査業務に関する命令に関して、会社の指揮命令

を受けないものとする。また、補助者の人事異動等については、監査役

会の意見を尊重するものとする。 

ⅲ) 補助者が、監査役の監査業務に関する命令を受けたときは、専らその

指揮命令に従うものとする。 
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⑦ 当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他

の監査役への報告に関する体制 

ⅰ) 日本ケミファグループの役員・使用人は、法定の事項、日本ケミファ

グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を監査役会に

対してすみやかに報告する。 

ⅱ) 報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、監査役

会との協議により決定する。 

ⅲ) 日本ケミファグループは、監査役会へ報告をした者が、当該報告をし

たことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保する。 

 

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項 

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条

に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、

当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認

められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。 

 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会

を開催する。 

 

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制 

ⅰ) 日本ケミファグループの財務報告の信頼性を確保するため、全社統制

及び業務プロセスにおける文書化など体制整備を進める。 

ⅱ) 構築した体制を運用し、その評価及び改善を適宜行い、財務報告の重

要な事項に誤りが発生するリスクを低減することに努める。 

 

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 

ⅰ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対

決し、これらとかかわりのある企業、団体とはいかなる関係も持たない

旨を日本ケミファ法令等遵守行動基準に定め、日本ケミファグループの

役員・使用人全員に周知徹底する。 

ⅱ) 平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には

関係行政機関や弁護士などと緊密に連携を取り、組織全体としてすみや

かに対処する。 
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況 

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。 

① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するため

の体制 

法令等遵守推進委員会を定期的に開催し、内部通報制度である ｢Nippon 

Chemiphar Hot Line」の利用状況の報告や法令等遵守行動基準に関連する

事項の検討、社内規程整備状況の確認、教育啓発活動等を実施しており、

これらの実施状況は１年に２回、取締役会及び執行役員会議に報告されて

います。同委員会には社長室内部監査課がオブザーバーとして参加してお

り、両組織の連携によりコンプライアンスの実効性が確保されています。 

また、独立社外取締役１名及び独立社外監査役２名が連携し、主に取締

役会における発言が積極的に行なわれる機会を設けることで、監督・監査

機能を強化しています。 
 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

文書管理規程に基づき、株主総会や取締役会等の重要な会議の議事録、

稟議書、会計書類その他取締役の職務の執行に係る文書は、その種類ごと

に定められた保存期間、適切に保存・管理されており、取締役及び監査役

は常時閲覧できます。 
 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リスク管理規程に基づき定期的に開催するリスク管理委員会では、各責

任部署（子会社を含む）が抽出したリスクについて対応状況のモニタリン

グを行なうことでリスク低減に努めており、この活動状況は１年に２回、

取締役会及び執行役員会議に報告されています。なお、コンプライアンス

に関するリスクについては上述のとおり、同委員会の下部組織として設置

されている法令等遵守推進委員会が、情報セキュリティに関するリスクに

ついては、同様の位置付けの情報セキュリティ委員会が所管しており、こ

の活動状況も同時に取締役会及び執行役員会議に報告されています。また、

この２つの委員会にも社長室内部監査課はオブザーバーとして参加してお

り、リスク管理の実効性確保に寄与しています。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

７ページに記載の「３つのミッションプラス１」を経営方針とし、この

経営方針を具体化する方策として、取締役会は平成27年度より期間３ヵ年



〆≠●0 
01_0609001142906.docx 
日本ケミファ㈱様 報告書 2017/05/18 20:10:00印刷 23/30 
 

― 23 ― 

の中期経営計画を策定しています。各執行役員は同計画遂行に向けて１年

ごとに担当部門の事業計画を作成し、執行役員会議でその進捗状況が適宜

レビューされています。このレビューを総括することにより現中期経営計

画は毎年ロールオーバーされる仕組みとなっています。 

 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

関係会社管理規程に基づいて四半期ごとに関係会社代表者会議が開催さ

れ、当社グループ間取引も含めた子会社の事業運営に関する重要な事項に

ついて適宜情報交換や協議が行われています。 

当社監査役は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通や情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、子会社へ赴

き事業及び財産の状況を調査しています。 

また、子会社は当社リスク管理委員会及びその下部委員会、当社の担当

執行役員、社長室内部監査課による複合的な統制によってその業務の適正

が確保される体制となっています。なお、子会社の使用人が ｢Nippon 

Chemiphar Hot Line」を利用できる旨周知徹底されています。 

 

⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査役を補助する監査役付という職制を設け、補助業務については会社

ではなく監査役の指揮命令に服すること、監査役付の人事異動等について

は監査役の意見を尊重することにつき、監査役会規則に則った運用がなさ

れています。 

 

⑦ 当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他

の監査役への報告に関する体制 

監査役は、取締役会や執行役員会議等の重要な会議（重要な子会社の取

締役会を含みます｡）に出席し、取締役、主要な部門長、子会社の取締役等

から業務の執行状況を聴取するほか、それらの者は監査役に対し、適宜業

務執行状況を報告しています。 

常勤監査役及び社外監査役の１人（弁護士）は、当社内部通報制度であ

る「Nippon Chemiphar Hot Line」の通報先に指定されており、企業活動全
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般における不正や懸念事項について直接通報を受ける体制が構築されてい

ます。この場合、通報者が通報したことにより不利益を受けることがない

ことを内部通報規程が保障しています。 

 

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項 

監査役監査基準に従い、監査の実効性を確保するために監査役の職務の

執行上必要と見込まれる費用については予算を計上しており、計上された

予算執行は原則的に拒絶されません。緊急又は臨時に拠出した費用につき

ましては、法令に則って会社が前払い又は償還をしています。なお、監査

役は監査費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意しています。 

 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を

実施しています。 

 

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制 

全社統制及び業務プロセスにおける文書化については、社長室内部監査

課が年間計画に基づいて整備・運用状況の評価を実施し、その状況は定期

的に、取締役会及び監査役会で報告されています。 

 

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況 

反社会的勢力とはいかなる関係も持っていません。また、加盟する公益

社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会と連絡を密にすることにより、

関係情報収集に努めています。 
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 6. 当社の支配に関する基本方針 

(1) 基本方針の内容の概要 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及

び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社が企業価値・株

主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者

である必要があると考えています。 

当社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、 終的には株主の

皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、

当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する

ものであれば、これを一概に否定するものではありません。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事

実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買

付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する

ための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条

件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、

対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社では、グループとして企業価値の向上・確保に努めておりますが、特

に、当社の企業価値の源泉は①新薬メーカーならではの高品質なジェネリッ

ク医薬品開発力、安定供給（製造・販売）体制及び情報提供体制、②ウラリ

ットを核にした高尿酸血症領域での専門知識、経験及びノウハウ、③開発コ

ストの低減と開発スピードの向上を企図し探索機能に特化したベンチャー型

創薬研究体制、及び④創業後65年をかけて培った医療関係者からの信頼です。

当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは

もちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期

的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利

益は毀損されることになります。 

当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大

量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不

適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があ

ると考えます。 
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(2) 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 

① 中期経営計画による取組み 

当社は、近年ますますスピードが増している経済環境や制度の変化にタ

イムリーに対応すべく、平成27年度より期間３ヶ年の中期経営計画を毎年

ロールオーバーしております。この中期経営計画においては、当社が従前

取り組んで参りました３つのミッション、①ジェネリック医薬品市場にお

けるプレゼンスの確立、②ウラリットを核として高尿酸血症領域でのフロ

ントランナーを目指すこと、③自社開発創薬による業容拡大への更なる取

り組みを継続・強化するとともに、これらの取組みの成果をベースに海外

に展開することを掲げております。 

まず、ジェネリック医薬品事業につきましては、新薬メーカーとしてい

ち早くジェネリック医薬品事業に参入した当社のアドバンテージを活かし

つつ、市場におけるプレゼンスを維持するためには、｢量」よりも「質」を

追求し、開発、製造、販売にわたるサプライチェーン全体を強化すること

が不可欠であると考えております。このような方針のもと、知財部門を含

む開発体制の強化や、日本薬品工業株式会社つくば工場において全面免震

構造を有する新製造棟建設を実施するとともに、現在ベトナムの製造拠点

となる工場の稼動に向けた準備を行っており、今後とも同事業の更なる高

品質化、効率化を推進してまいります。また、営業面では、これまでと同

様にDPC病院を中心とした重点得意先に注力するとともに、平成28年４月の

診療報酬制度改定により今後ジェネリック医薬品の普及が期待される出来

高払いの病院や開業医への営業活動を引き続き強化してまいります。 

次に、高尿酸血症領域での取組みに関しましては、尿アルカリ化剤によ

る慢性腎臓病進展抑制等の臨床研究を支援し、これを販売実績の拡大に結

び付けるべく取り組むとともに、高尿酸血症治療薬候補「NC-2500」のフェ

ーズⅠ試験を実施し、また、NC-2500に続く新規の尿酸降下薬として開発を

行っている「NC-2700」については、当期に前臨床試験を開始しています。 

後に、創薬につきましては、神経障害性疼痛治療薬候補「NC-2600」や

抗うつ剤・抗不安薬候補「NC-2800」等公的資金を獲得するような有望な研

究テーマも複数出てまいりました。今後も、研究開発体制の強化・効率化

を進めながら、自社創薬への投資を継続してまいります。 

これらの成果を踏まえ、将来にわたる当社グループの持続的成長のため

に、ASEAN、中国を中心とする海外の事業基盤の強化にも取り組んでまいり

ます。 

当社は、これらのミッションに一貫して継続的に取り組むことが、国内

外の医薬品業界を取り巻く環境や制度変更への対処を可能とし、当社の企

業価値、すなわち、株主共同の利益を維持・拡大する 良の方策であると

考えます。 
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② コーポレート・ガバナンスの強化 

また、当社は、企業価値・株主共同の利益を維持・拡大させるためには、

経営組織と運営のあり方の適正化に常時努めることでコーポレート・ガバ

ナンスを強化・充実し、また、株主の皆様、顧客、社会一般に対して一層

の経営の透明性を高めるとともに公正な経営を実現することを 優先の課

題の一つとして位置付けております。 

その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機

能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含

む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度

を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２

名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意

思決定の監視・監督機能の強化を図っております。 

社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証

券取引所」といいます｡）が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役

員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独

立役員です。当社は、いずれの社外役員についても東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 

また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じて内部管理体制の

強化にも努めております。具体的には、内部統制に関する基本方針や法令

等の遵守のための行動基準などに基づいた健全な企業活動を推進し、コー

ポレート・ガバナンスの充実を図っております。 

これらの取組みにより株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダ

ーとの信頼関係をより一層強固なものにし、企業価値の継続的な向上をめ

ざしてまいります。 

 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組みの概要 

当社は、平成28年６月29日開催の第84回定時株主総会において、当社株式

の大量取得行為に関する対抗策（買収防衛策）について、平成19年に導入し

た内容、並びに平成22年及び平成25年に改定された内容を一部再改定して更

新することを上呈し、株主の皆様のご承認をいただきました（以下、再改定

後のプランを「本プラン」といいます｡)。本プランの内容の概要は次のとお

りであります。なお、本プランの内容の詳細は当社ホームページ 

(http://www.chemiphar.co.jp/ir/d2sqce0000000wjp-att/d2sqce0000004719.pdf) 

に掲載しております。 
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① 目的 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同

の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、

こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑

止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に

代替案を提案したり、もしくは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべき

か否かを判断するために必要な情報や時間を確保したり、又は株主の皆様

のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。 

② 本プランの概要 

ⅰ) 本プランに係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等

を行う者（以下「買付者等」といいます｡）に対し、事前に当該買付等に

関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行

う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提

示し、又は買付者等との交渉等を行うための手続を定めています。 

ⅱ) 新株予約権の無償割当ての利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を

行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認

められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないと

の行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予

約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます｡）を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して

新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます｡）に

より割当てます。 

ⅲ) 特別委員会の利用及び株主意思の確認 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は

取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立性のあ

る社外取締役等から構成される特別委員会の客観的な判断を経るものと

しています。 

また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主

の皆様の意思を確認するための株主総会を招集し（以下かかる株主総会

を「株主意思確認株主総会」といいます｡)、新株予約権無償割当ての実

施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。 
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ⅳ) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外

の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本

新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社

株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は

大約50％まで希釈化される可能性があります。 

ⅴ) 情報開示 

上記ⅰ)ないしⅳ)の各手続の過程については、適宜株主の皆様に対し

て情報開示がなされ、その透明性を確保することとしております。 

③ 本プランの有効期間、廃止 

本プランの有効期間は、第84回定時株主総会終了後３年以内に終了する

事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、ⅰ)当社の株主総会において第84

回定時株主総会決議による当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行

われた場合、又は、ⅱ)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。 

④ 株主の皆様への影響 

本新株予約権の無償割当て自体が行われていない場合には、株主の皆様

に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、旧プランが発動さ

れ新株予約権行使の手続を行わなければ、その保有する株式が希釈化され

る場合があります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取

得の手続を行った場合、保有する当社株式全体の価値の希釈化は原則とし

て生じません｡)。 

 

(4) 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

① 基本方針の実現に資する特別な取組みについて 

将来にわたる当社グループの持続的成長のため３つのミッションを中心

とした各種取組み、コーポレート・ガバナンスの強化の各施策は、当社の

企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的

方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。 

したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合

致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではご

ざいません。 
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② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組みについて 

本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるこ

とを目的として導入されたものであり、基本方針に沿うものです。 

また、本プランは、株主の承認を得た上で更新されており、一定の場合

に本プランの発動の是非について株主意思確認株主総会において株主の皆

様の意思を確認することができることや、有効期間が約３年間と定められ

た上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止することができるとされ

ているなど株主意思を重視するものであること、買収防衛策に関する公の

指針の要件を完全に充足していること、独立性のある社外取締役等のみか

ら構成される特別委員会の判断の重視や情報開示の仕組みが確保されてい

ること、合理的な客観的発動要件が設定されていること等により、その公

正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るものといえます。 

したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合

致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではご

ざいません。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 

  （単位：百万円）
 

科     目 

（ご参考） 
前  期 
(平成28年 
３月31日) 

当  期 
(平成29年 
３月31日) 

科     目 

（ご参考） 
前  期 
(平成28年 
３月31日) 

当  期 
(平成29年 
３月31日) 

資 産 の 部   負 債 の 部   

流 動 資 産 27,378 29,009 流 動 負 債 15,655 14,939 

現 金 及 び 預 金 7,223 8,169 支払手形及び買掛金 2,087 1,761 

受取手形及び売掛金 14,241 9,886 電 子 記 録 債 務 5,121 5,547 

電 子 記 録 債 権 ― 4,353 短 期 借 入 金 500 496 

商 品 及 び 製 品 3,652 4,014 1年内返済予定の長期借入金 3,559 2,371 

仕 掛 品 679 753 リ ー ス 債 務 128 109 

原材料及び貯蔵品 843 933 未 払 金 65 597 

繰 延 税 金 資 産 569 567 未 払 法 人 税 等 282 422 

そ の 他 168 330 未 払 消 費 税 等 210 66 

固 定 資 産 16,263 17,991 未 払 費 用 2,482 2,614 

有 形 固 定 資 産 12,917 14,707 預 り 金 67 81 

建物及び構築物 4,531 4,983 返品調整引当金 2 3 

機械装置及び運搬具 1,735 2,010 販売促進引当金 418 448 

工具、器具及び備品 271 225 そ の 他 728 421 

土 地 5,448 5,448 固 定 負 債 11,946 14,706 

リ ー ス 資 産 241 265 社 債 200 200 

建 設 仮 勘 定 688 1,774 長 期 借 入 金 8,739 11,737 

無 形 固 定 資 産 63 66 リ ー ス 債 務 215 235 

リ ー ス 資 産 19 12 役員退職慰労引当金 374 407 

ソ フ ト ウ エ ア 23 33 退職給付に係る負債 1,162 948 

電 話 加 入 権 20 20 受入敷金保証金 9 9 

投資その他の資産 3,282 3,217 繰 延 税 金 負 債 75 ― 

投 資 有 価 証 券 2,302 2,412 再評価に係る繰延税金負債 1,168 1,168 

長 期 貸 付 金 3 2 負 債 合 計 27,602 29,646 

長 期 前 払 費 用 312 292 純 資 産 の 部   

敷金及び保証金 94 95 株 主 資 本 13,072 14,243 

繰 延 税 金 資 産 268 96 資 本 金 4,304 4,304 

そ の 他 358 374 資 本 剰 余 金 1,305 1,303 

貸 倒 引 当 金 △  57 △  57 利 益 剰 余 金 9,042 10,702 

繰 延 資 産 2 1 自 己 株 式 △ 1,580 △ 2,066 

社 債 発 行 費 2 1 その他の包括利益累計額 2,960 3,102 

   その他有価証券評価差額金 748 822 

   土地再評価差額金 2,633 2,633 

   為替換算調整勘定 △   7 △   5 

   退職給付に係る調整累計額 △  413 △  346 

   新 株 予 約 権 8 9 

   純 資 産 合 計 16,041 17,355 

資 産 合 計 43,644 47,002 負債純資産合計 43,644 47,002 
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連 結 損 益 計 算 書 
 

（単位：百万円） 
 

科       目 

（ご参考） 
前  期 

自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日 

当  期 
自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

売 上 高 35,602 35,689 

売 上 原 価 18,803 19,449 

売 上 総 利 益 16,798 16,239 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,653 13,403 

営 業 利 益 3,145 2,836 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 13 0 

受 取 配 当 金 44 43 

固 定 資 産 賃 貸 料 17 13 

為 替 差 益 ― 19 

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 14 13 

保 険 配 当 金 16 16 

受 取 補 償 金 ― 28 

受 取 設 備 負 担 金 ― 38 

そ の 他 22 24 

営 業 外 収 益 合 計 128 199 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 152 136 

為 替 差 損 91 ― 

支 払 手 数 料 60 8 

そ の 他 23 41 

営 業 外 費 用 合 計 328 186 

経 常 利 益 2,945 2,849 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,945 2,849 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 771 757 

法 人 税 等 調 整 額 213 37 

法 人 税 等 合 計 985 795 

当 期 純 利 益 1,960 2,054 

非支配株主に帰属する当期純損失 △   0 ― 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,961 2,054 
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連結株主資本等変動計算書 
  

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで) 

（単位：百万円） 
 

 

株 主 資 本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 
株 主 資 本 
合 計 

当 期 首 残 高 4,304 1,305 9,042 △ 1,580 13,072 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当 ― ― △  394 ― △  394 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

― ― 2,054 ― 2,054 

自己株式の取得 ― ― ― △  500 △  500 

自己株式の処分 ― △   2 ― 14 12 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

― ― ― ― ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― △   2 1,659 △  486 1,170 

当 期 末 残 高 4,304 1,303 10,702 △ 2,066 14,243 

 
（単位：百万円） 

 

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

新株予約権 純資産合計 そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

土地再評価 
差 額 金 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

退職給付に 
係 る 調 整 
累 計 額 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

当 期 首 残 高 748 2,633 △  7 △ 413 2,960 8 16,041 

当 期 変 動 額        

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― ― ― △ 394 

親会社株主に帰属
する当期純利益 

― ― ― ― ― ― 2,054 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △ 500 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― ― 12 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

73 ― 1 66 142 0 142 

当 期 変 動 額 合 計 73 ― 1 66 142 0 1,313 

当 期 末 残 高 822 2,633 △  5 △ 346 3,102 9 17,355 
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(ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書（要旨) 
 

（単位：百万円） 
 

科       目 
前  期 

自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日 

当  期 
自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,450 2,737 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 151 △2,504 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 935 787 

現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少) △  19 △  70 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少) 1,344 949 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 5,791 7,135 

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 7,135 8,084 
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連 結 注 記 表 

 

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ４社 

(2) 連結子会社の名称  

日本薬品工業株式会社、 株式会社化合物安全性研究所、Nippon 

Chemiphar Vietnam Co., Ltd.、シャプロ株式会社 

2. 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 １社 

(2) 会社の名称  

ジャパンソファルシム株式会社 

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Nippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.の決算日は12月

31日であります。 

連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

4. 会計方針に関する事項 

 (1) 資産の評価基準及び評価方法 

  ①有価証券 

    その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

    先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法によっております。 

また、在外連結子会社は定額法によっております。 

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 
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  ③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。 

 (3) 繰延資産の処理方法 

    社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 

 (4) 引当金の計上基準 

①貸 倒 引 当 金： 連結会計年度末の債権に対する貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

②役員退職慰労引当金： 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規による支払

見込相当額を計上しております。 

③返品調整引当金： 返品による損失に備えるため、法人税法に定める限度相

当額を計上しております。 

④販売促進引当金： 販売した製品・商品に対する将来の販売促進費の支出に

備えるため、直近の実績を基礎にして計上しております｡ 

 (5) ヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワッ

プについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用して

おります。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

a.ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……外貨建予定取引 

b.ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金の利息 

  ③ヘッジ方針 

為替相場変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を

利用しておりますが、投機的な取引は行っておりません。 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段が同一通貨の為替予約取引、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略してお

ります。 
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 (6) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

  ①退職給付に係る会計処理の方法 

   ・退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの

期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 

   ・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

 過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額を発生の連結会計

年度より費用処理しております。 

  ②重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び

負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めております。 

  ③消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  ④連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

 

(会計方針の変更） 

(減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、｢平成28年度税制改正に

係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平

成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得

した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更

しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

(表示方法の変更） 

(連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電

子記録債権」(前連結会計年度末1,507百万円）については、重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記しております。 
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(追加情報） 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

 ｢繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第

26号 平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。 

 
(連結貸借対照表に関する注記) 

1. 有形固定資産の減価償却累計額 

 16,456百万円
 
2. ｢土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に、土地

再評価差額金を純資産の部に計上しております。 

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,353百万円

 
(注) 上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち、賃貸等不動産に関す

るものについては、△147百万円含まれております。 
 
3. 受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権 

連結貸借対照表には、信託受益権等を設定した上で現金化を留保している受

取手形及び売掛金882百万円、並びに電子記録債権3,351百万円が含まれており

ます。 

 

(連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

1. 当連結会計年度末における発行済株式の数 

    普 通 株 式     4,261,420株 

2. 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   平成28年６月29日開催の第84回定時株主総会決議による配当に関する事項 
 

株式の種類 
配当金 
の総額 
(百万円) 

配当 
の原資 

１株当たり 
配当額(円) 

基 準 日 効力発生日 

普通株式 394 利益剰余金 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結

会計年度となるもの 

   平成29年６月23日開催予定の第85回定時株主総会決議による配当に関する

事項 
 

株式の種類 
配当金 
の総額 
(百万円) 

配当 
の原資 

１株当たり 
配当額(円) 

基 準 日 効力発生日 

普通株式 385 利益剰余金 100.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日 
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(金融商品に関する注記） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

   当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、必要な

資金については、主に銀行借入や社債発行により調達しております。デリバ

ティブは、為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避するために利

用し、投機的な取引は行わない方針であります。 

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

   営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用

リスクに晒されております。当該リスクに関して当社グループでは、各社が

取引先ごとに期日管理及び残高管理等を把握する体制となっております。 

   投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスク

に関して当社グループでは、各社が定期的に時価又は発行体の財務状況等を

把握する体制としております。 

   営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、通常の営業

活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま

す。 

   長期借入金及び社債は、主に長期運転資金に係る資金調達であります。ま

た、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金

利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取

引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。 

   外貨建予定取引については為替変動リスクに晒されておりますが、当該リ

スクを軽減するため、一部の取引において為替予約取引をヘッジ手段として

利用しております。 

   営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループ

では、各社が月次に資金繰計画を作成する方法等により管理しております。 
 (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。 

 (4) 信用リスクの集中 

   当期の連結決算日現在における営業債権のうち55.8％が特定の大口顧客に

対するものであります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

  平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と

認められるものは、次表には含まれておりません。 
（単位：百万円） 

 
 連結貸借対照表計上額(※) 時  価（※) 差  額 

(1)現金及び預金 8,169 8,169 ― 

(2)受取手形及び売掛金 9,886 9,886 ― 

(3)電子記録債権 4,353 4,353 ― 

(4)投資有価証券 2,311 2,311 ― 

資産計 24,721 24,721 ― 

(5)支払手形及び買掛金 ( 1,761) ( 1,761) ― 

(6)電子記録債務 ( 5,547) ( 5,547) ― 

(7)短期借入金 (  496) (  496) ― 

(8)社債 (  200) (  191) 8 

(9)長期借入金 (14,108) (14,096) 12 

負債計 (22,113) (22,092) 20 

(10)デリバティブ取引(※２) ― ― ― 
 
 (※) 負債に計上されているものについては、( ）で示しております。 
 
 (注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
    (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 電子記録債権 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。 

    (4) 投資有価証券 
 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

    (5) 支払手形及び買掛金、(6) 電子記録債務、並びに(7) 短期借入金 
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。 

    (8) 社債 
 社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定
される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

    (9) 長期借入金 

 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った
場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

    (10) デリバティブ取引 
 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 
 
金利関連                         （単位：百万円） 

 

ヘッジ会計 
の方法 

取引の種類 
主な 

ヘッジ 
対象 

契約額等 
契約額 
のうち 
１年超 

時価 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引 
支払固定・受取変動 

長期 
借入金 

2,500 2,500 （※） 

 
(※）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入

金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価

に含めて記載しております。 
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 (注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
（単位：百万円） 

 
区     分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 101 
 
     上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、｢(4) 投資有価証券」には含めておりません。 

 (注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 
（単位：百万円） 

 

区分 １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金 8,169 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 9,886 ― ― ― 

電子記録債権 4,353 ― ― ― 

合 計 22,409 ― ― ― 
 
 (注４) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

区分 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

短期借入金 496 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― 200 

長期借入金 2,371 2,250 2,037 1,891 1,381 4,175 

合 計 2,867 2,250 2,037 1,891 1,381 4,375 

 

(賃貸等不動産に関する注記） 

 当社では、東京都その他の地域において、賃貸施設等を有しております。平成

29年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は31百万円（主な賃貸収

益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

 また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び

時価は、次のとおりであります。 
（単位：百万円） 

 
連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末 

の時価 当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

916 △8 907 796 
 
 (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であり

ます。 

    2. 当連結会計年度末の時価は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると

考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。 
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(１株当たり情報に関する注記） 

  １株当たり純資産額 

 4,548円80銭

  １株当たり当期純利益金額 

 530円02銭
 

(注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っ

ております。当該株式併合については、当連結会計年度の期首に株式併合が行わ

れたと仮定して１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

 

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益 2,054百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 2,054百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 3,876千株
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 

 
平成29年５月８日 

 
日本ケミファ株式会社 
 
 取締役会  御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  矢 野 浩 一 ㊞

    
指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  森 田 浩 之 ㊞

 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本ケミファ株式会社の平成28年

４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 
 
監査意見 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、日本ケミファ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
以 上 
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貸 借 対 照 表 
 

  （単位：百万円）
 

科     目 

(ご参考) 
前  期 
(平成28年 
３月31日) 

当  期 
(平成29年 
３月31日) 

科     目 

(ご参考) 
前  期 
(平成28年 
３月31日) 

当  期 
(平成29年 
３月31日) 

資 産 の 部   負 債 の 部   
流 動 資 産 20,838 20,867 流 動 負 債 14,170 13,097 
現 金 及 び 預 金 4,269 3,687 支 払 手 形 93 61 
受 取 手 形 783 209 電 子 記 録 債 務 5,615 5,884 
電 子 記 録 債 権 ― 3,977 買 掛 金 1,793 1,537 
売 掛 金 11,722 8,313 短 期 借 入 金 260 256 
商 品 及 び 製 品 3,260 3,574 １年内返済予定の長期借入金 3,389 2,001 
仕 掛 品 41 38 リ ー ス 債 務 76 66 
原材料及び貯蔵品 219 183 未 払 金 21 60 
前 払 費 用 67 160 未 払 法 人 税 等 119 309 
未 収 入 金 18 301 未 払 消 費 税 等 52 65 
繰 延 税 金 資 産 422 386 未 払 費 用 2,231 2,322 
そ の 他 32 33 預 り 金 33 30 

固 定 資 産 14,049 14,091 返品調整引当金 2 3 
有 形 固 定 資 産 6,359 6,257 販売促進引当金 400 409 
建 物 884 833 設備関係支払手形 75 83 
構 築 物 10 8 そ の 他 6 5 
機 械 及 び 装 置 62 51 固 定 負 債 9,393 10,252 
車 両 運 搬 具 0 0 長 期 借 入 金 7,384 8,252 
工具、器具及び備品 152 130 リ ー ス 債 務 154 136 
土 地 5,092 5,092 退職給付引当金 316 235 
リ ー ス 資 産 156 140 役員退職慰労引当金 310 333 
無 形 固 定 資 産 26 37 受入敷金保証金 9 9 
ソ フ ト ウ ェ ア ― 6 繰 延 税 金 負 債 48 115 
リ ー ス 資 産 8 12 再評価に係る繰延税金負債 1,168 1,168 

電 話 加 入 権 17 17 負 債 合 計 23,564 23,349 

投資その他の資産 7,663 7,796 純 資 産 の 部   
投 資 有 価 証 券 2,186 2,304 株 主 資 本 7,953 8,159 
関 係 会 社 株 式 4,948 4,948 資 本 金 4,304 4,304 
長 期 貸 付 金 0 0 資 本 剰 余 金 1,297 1,295 
従業員に対する長期貸付金 2 2 その他資本剰余金 1,297 1,295 
関係会社長期貸付金 118 118 利 益 剰 余 金 3,852 4,536 
長 期 前 払 費 用 14 14 利 益 準 備 金 197 237 
敷金及び保証金 91 91 その他利益剰余金 3,654 4,298 
そ の 他 357 373 繰越利益剰余金 3,654 4,298 
貸 倒 引 当 金 △  57 △  57 自 己 株 式 △ 1,501 △ 1,977 

   評価・換算差額等 3,361 3,440 
   その他有価証券評価差額金 728 807 
   土地再評価差額金 2,633 2,633 
   新 株 予 約 権 8 9 

   純 資 産 合 計 11,323 11,608 

資 産 合 計 34,887 34,958 負債純資産合計 34,887 34,958 
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損 益 計 算 書 
 

（単位：百万円） 
 

科       目 

(ご参考) 
前  期 

自 平成27年４月１日 
至 平成28年３月31日 

当  期 
自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

売 上 高 30,528 30,333 

売 上 原 価 16,702 17,179 

売 上 総 利 益 13,826 13,153 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,722 12,247 

営 業 利 益 1,104 905 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 15 1 

受 取 配 当 金 373 372 

固 定 資 産 賃 貸 料 106 102 

保 険 配 当 金 16 16 

受 取 補 償 金 ― 28 

そ の 他 18 19 

営 業 外 収 益 合 計 530 541 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 123 110 

支 払 手 数 料 32 6 

そ の 他 41 41 

営 業 外 費 用 合 計 198 158 

経 常 利 益 1,436 1,289 

税 引 前 当 期 純 利 益 1,436 1,289 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 256 142 

法 人 税 等 調 整 額 131 68 

法 人 税 等 合 計 387 210 

当 期 純 利 益 1,049 1,079 
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株主資本等変動計算書 
 

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで) 

 
（単位：百万円） 

 

 

株 主 資 本 

資 本 金 

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

自己株式 
株主資本 
合 計 そ の 他 

資本剰余金 
利益準備金 

そ の 他 
利益剰余金 

繰越利益 
剰 余 金 

当 期 首 残 高 4,304 1,297 197 3,654 △ 1,501 7,953 

当 期 変 動 額       

剰 余 金 の 配 当 ― ― 39 △  434 ― △  394 

当 期 純 利 益 ― ― ― 1,079 ― 1,079 

自己株式の取得 ― ― ― ― △  490 △  490 

自己株式の処分 ― △   2 ― ― 14 12 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― △   2 39 644 △  476 205 

当 期 末 残 高 4,304 1,295 237 4,298 △ 1,977 8,159 
 

（単位：百万円） 
 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
新 株 
予 約 権 

純 資 産 
合 計 その他有価証券 

評 価 差 額 金 
土 地 再 評 価 
差 額 金 

評 価 ・ 換 算 
差 額 等 合 計 

当 期 首 残 高 728 2,633 3,361 8 11,323 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △   394 

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 1,079 

自己株式の取得 ― ― ― ― △   490 

自己株式の処分 ― ― ― ― 12 

株主資本以外の項目の 
当期変動額(純額) 

78 ― 78 0 79 

当 期 変 動 額 合 計 78 ― 78 0 285 

当 期 末 残 高 807 2,633 3,440 9 11,608 
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個 別 注 記 表 

 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株式 

     移動平均法による原価法 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

    先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法によっております。 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

    定額法によっております。 

 (3) リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。 

3. 引当金の計上基準 

(1) 貸 倒 引 当 金： 事業年度末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(2) 退職給付引当金 ： 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められる額を計上してお

ります。 

①退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。 
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   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用については、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年) 

による定額法により按分した額を発生の事業年度より

費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 

(11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度より費用処理しております。 

(3) 役員退職慰労引当金： 役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規による支払

見込相当額を計上しております。 

(4) 返品調整引当金 ： 返品による損失に備えるため、法人税法に定める限度相

当額を計上しております。 

(5) 販売促進引当金 ： 販売した製品・商品に対する将来の販売促進費の支出に

備えるため、直近の実績を基礎にして計上しております｡ 

4. ヘッジ会計の方法 

 (1) 金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、特例

処理によっております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段……金利スワップ 

 ヘッジ対象……借入金の利息 

 (3) ヘッジ方針 

金利の変動によるリスクを回避する目的で金利スワップ取引を行ってお

りますが、投機的な取引は行っておりません。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しております。 

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 (2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

(会計方針の変更） 

(減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

当社は法人税法の改正に伴い、｢平成28年度税制改正に係る減価償却方法の

変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を

当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構

築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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(表示方法の変更） 

(貸借対照表関係） 

前事業年度において「受取手形」及び「売掛金」に含めておりました「電

子記録債権」(前事業年度末923百万円）は重要性が増したため、当事業年度

より区分掲記しております。 
 
(追加情報） 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

｢繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第

26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。 

 

(貸借対照表に関する注記） 
 
  1．有形固定資産の減価償却累計額 

 5,415百万円
 
  2．｢土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部に、

土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 

再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△1,353百万円

 
(注) 上記の時価と再評価後の帳簿価額との差額のうち、賃貸等不動産に関す

るものについては、△147百万円含まれております。 
 
  3．関係会社に対する債権債務 

短 期 債 権 580百万円

長 期 債 権 118百万円

短 期 債 務 3,507百万円
 
  4．売掛金及び電子記録債権 

貸借対照表には、信託受益権等を設定した上で現金化を留保している売掛

金882百万円及び電子記録債権3,351百万円が含まれております。 

 

(損益計算書に関する注記） 

  関係会社との取引高 

売 上 高 453百万円

営 業 費 用 8,165百万円

営業取引以外の収益 432百万円

 

(株主資本等変動計算書に関する注記） 

  当事業年度末における自己株式の数 

普 通 株 式 404,699株
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(税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、未払賞与の損金不算入等

であり繰延税金負債の発生の主な原因は、土地再評価に係る繰延税金負債であり

ます。 

 

(リースにより使用する固定資産に関する注記） 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、コンピュータ等の一部については、リ

ース契約により使用しております。 
 
(関連当事者との取引に関する注記） 

  子会社及び関連会社等 
 

種 類 会社等の名称 所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事 業 の 内 容 
議決権等の所有 
(被所有)割合(％) 

子 会 社 
日本薬品工業 
株式会社 

東京都 
千代田区 

160 医薬品の製造販売 
(所有) 
直接   100.0 

子 会 社 
株式会社 
化合物 
安全性研究所 

北海道 
札幌市 

250 
安全性試験の受託
等 

(所有) 
直接   100.0 

関連会社 
ジャパン 
ソファルシム 
株式会社 

東京都 
千代田区 

10 
医薬品の仕入・輸
入販売等 

(所有) 
直接     6.1 
(被所有) 
直接    18.7 

 

種 類 会社等の名称 
関 連 当 事 者 
と の 関 係 

取引の 
内 容 

取引金額 
(百万円) 

科 目 
期末残高 
(百万円) 

子 会 社 
日本薬品工業 
株式会社 

製品製造委託先 
商品仕入先 
役員の兼任 

製品の 
製造委託 
及び 
商品の 
購入 

5,816 

未収入金 
 
電子記録 
債務 
 
買掛金 

280 
 

2,154 

 
421 法人税の 

精算 
459 

子 会 社 
株式会社 
化合物 
安全性研究所 

資金貸付先 
役員の兼任 

資金の 
貸付 

― 
長期 
貸付金 

118 

関連会社 
ジャパン 
ソファルシム 
株式会社 

商品及び 
原材料仕入先 
役員の兼任 

商品及び
原材料の
購入 

2,204 
電子記録
債務 
買掛金 

676 

215 
 
(注) 1. 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

2. 仕入その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっ

ております。 

3. 資金の貸付については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。 
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(１株当たり情報に関する注記） 

  １株当たり純資産額 

 3,007円63銭

  １株当たり当期純利益金額 

 275円56銭
 

(注）当社は、平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っ

ております。当該株式併合については、当事業年度の期首に株式併合が行われた

と仮定して１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

 

損益計算書上の当期純利益 1,079百万円

普通株式に係る当期純利益 1,079百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式の期中平均株式数 3,916千株
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会計監査人監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 

 
平成29年５月８日 

 
日本ケミファ株式会社 
 
 取締役会  御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 公認会計士  矢 野 浩 一 ㊞

    
指定有限責任社員 
業務執行社員 公認会計士  森 田 浩 之 ㊞

 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ケミファ株式会社の平

成28年４月１日から平成29年３月31日までの第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。 
 

計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 
 
監査意見 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
以 上 
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監査役会監査報告書謄本 
  

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第85期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
 (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画
等に従い、取締役、社長室内部監査課その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けるとともに、子会社へ赴き業務及び財産の状況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び第３
号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。 

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表）について検討いたしました。 

2．監査の結果 
 (1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。 

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方
に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載さ
れている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったもの
であり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではないと認めます。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 (3) 連結計算書類の監査結果 
 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 
平成29年５月17日 

日本ケミファ株式会社 監査役会 
常勤監査役 森   治 樹 ㊞ 
社外監査役 高 橋   剛 ㊞ 
社外監査役 進 藤 直 滋 ㊞ 

以 上 
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株 主 メ モ 
 

1. 事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで 
 

2. 定 時 株 主 総 会 毎年６月下旬 
 

3. 基 準 日 定時株主総会における権利行使株主確定日は３月31日 
   その他必要あるときは、あらかじめ公告いたします。 

 
4. 単 元 株 式 数 100株 

 
5. 株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

 三井住友信託銀行株式会社 
 

6. 郵 便 物 送 付 先
 

〒168-0063 
 
東京都杉並区和泉二丁目８番４号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

電 話 0120-782-031（フリーダイヤル） 
 

7. 公 告 方 法
 
   電子公告により公告 http://www.chemiphar.co.jp/ 
   ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことが出来ない場合は、日

本経済新聞に掲載する方法により行います。 
 

8. 本 社 所 在 地
 

〒101-0032  東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 

  電 話 03-3863-1211（代表） 

 
住所変更、単元未満株式の「買増・買取」等のお申出先について 
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 

 
未払配当金の支払いについて 
 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 
 
｢配当金計算書」について 
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく 
｢支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用
いただくことができます。 
なお、配当金領収書にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当支払いの都
度「配当金計算書」を同封させていただいております。 
 ※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。 
 




